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東京電力ホールディングス(株) 福島第一廃炉推進カンパニー 

前回面談時にご指摘頂いたコメントに対する回答 

 

 

前回の面談等でご指摘頂いた以下の項目のうち、（１）～（４）について本日ご説明させて頂く。 

なお、（５）および（６）については回答の準備ができ次第、改めてご説明に伺う。 

 

（１）実施計画上対象となる組織について、廃炉 C の全組織を記載している組織図を基に説明

すること 

（２）前回面談時に説明された「意見に相違があった場合」の対応事例について説明すること 

（３）LCO に関与する一部組織（現技術・品質安全部）が 1F 所長下から CDO 下へと改組され

ることにより、LCO への対応が遅延するようなことがないか、説明すること 

（４）10/31 の面談にて説明された「組織改編によるリスクとその対策」のうち、「1F 内で安

全・品質を司る組織がなく、1F 所長が十分なガバナンスを発揮できず、1F の安全・品

質が低下する」との記載について、その考え方を改めて説明すること 

（５）プロジェクトマネジメント室および廃炉安全・品質室の職務（監督・支援）について、 

実施計画第 5 条における記載との関連性について説明すること 

（６）第５条 保安に関する職務 において、「（５）プロジェクトマネジメント室」の職務の 

として記載している「管理責任者」の対象について説明すること 
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（１）実施計画上対象となる組織について、廃炉 C の全組織を記載している組織図を基に説明す

ること 

改編後の廃炉 C の全組織は添付の通り。このうちの実施計画に記載する組織についての考

え方は以下の通り。 

 

①実施計画が 1F の保安に関する文書であるため、1F 組織の場合にはグループ単位で 

 記載し、一方、本社組織の場合には室／センター単位で記載 

②1F 組織のうち、保安活動を行わないグループについては記載を省略 

③1F 組織のうち、プロジェクト Gr については記載を省略 

④本社組織のうち、グループ単位での記載が必要と考えられる組織について、グループ 

 単位で明記 

 

 

（２）前回面談時に説明された「意見に相違があった場合」の対応事例について説明すること 

保安委員会を例に取った場合、PMO 長や安品室長、1F 所長がその委員となり、PG/PJ の

推進に対して意見を持つ者（１F 所長や PMO 長など）と、安全・品質に対して意見を持つ者

（安品室長など）との間で意見の相違が生じるようなケースが考えられるが、この場合には、

各委員の意見を受け、最終的には保安委員会の委員長である CDO が判断し、意思決定を下す

こととなる。 

 

 

（３）LCO に関与する一部組織（現技術・品質安全部）が 1F 所長下から CDO 下へと改組され

ることにより、LCO の対応に遅延が生じることがないか、説明すること 

LCO の対応に関しては、パラメータの確認・評価、LCO の判断、判断に基づく措置の実施、

そして所長への報告等の対応を行うことととなり、これら実施事項については、第 18 条～

第 33 条※に規定している。このうち、特に LCO を満足していない場合の実施事項について

は第 31 条※に規定しており、LCO 逸脱と判断した場合には、各 GM（廃炉安全・品質室の GM

を含む）は当直長及び運用部長にその旨報告し、さらに運用部長が所長及び原子炉主任技術

者に報告することとしている。（※第１編の場合。第２編の場合はそれぞれ第 19 条～第 78 条、第 121 条が該当）  

この LCO に係る対応について、改編に伴いその行為者（実施計画上の主語）の変更はある

ものの、実施事項やそのフロー自体に変更があるものではなく、組織改編により遅延は生じ

ないと考えている。 
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（４）10/31 の面談にて説明された「組織改編によるリスクとその対策」のうち、「1F 内で安全・

品質を司る組織がなく、1F 所長が十分なガバナンスを発揮できず、1F の安全・品質が低

下する」との記載について、その考え方を改めて説明すること 

現 技術・品質安全部を廃炉安全・品質室として本社組織に改組することのリスクについて、

改めて評価を行った。その結果として、「1F 内で安全・品質を司る組織がなく、1F 所長が十

分なガバナンスを発揮できず、1F の安全・品質が低下する」とのリスクについては、下記の

評価結果により、発現可能性は極めて小さいものであり、対策は不要との結論に至った。 

   

○現 技術・品質安全部が行っている職務については、廃炉安全・品質室が引き続き行うも

のとしており、機能そのものに変更はないこと（廃炉安全・品質室が 1F の安全・品質

を司る組織として引き続き存在すること） 

○技術・品質安全部が本社組織として改組された場合でも、（３）に示すように、LCO の

対応において影響を与えるようなものではないこと 

○今回の組織改編における設計思想として、そもそも安全・品質の向上を目的に 1F→本社

へと位置づけを見直したものであり、安全・品質に関して 1F 所長と同等の立場で特化

して対応できる組織を構築することで、むしろ安全・品質が向上すること 

  

 

以上 



１ ～ ４ 号 周 辺 屋外対 応 PJ G

敷地全般管理・対応プログラム部 視 察 環 境 整 備 PJ G
敷 地 環 境 改 善 PJ G
５ ・ ６ 号 対 応 PJ G

処 理 ・ 処 分 計 画 PJ G
Ｊ Ａ Ｅ Ａ 分 析 ・ 研 究施設 PJ G
廃 炉 ラ ボ PJ G

廃 棄 物 対 策 プ ロ グ ラ ム 部 廃 棄 物 処 理 設 備 PJ G
リ サ イ ク ル PJ G
廃 棄 物 保 管 施 設 PJ G

オ ペ レ ー シ ョ ン 育 成 PJ G
オ ペ レ ー シ ョ ン Ｍ ／ Ｕ PJ G
移 送 計 画 PJ G

取 り 出 し 装 置 PJ G
安 全 シ ス テ ム PJ G

燃 料 デ ブ リ 保 管 施 設 PJ G

小 規 模 取 り 出 し ・ 移 送 PJ G
一 時 保 管 設 備 PJ G

環 境 整 備 ・ 線 量 低 減 PJ G

Ｐ Ｃ Ｖ 内 部 調 査 PJ G
試 料輸送 ・ 建 屋 内調査 PJ G
Ｐ Ｃ Ｖ 関 連 設 備 管 理 PJ G

燃料デブリ取り出しプログラム部 統 合 シ ナ リ オ PJ G
安 全 確 保 の 考 え 方 PJ G
福 島 第 一 保 障 措 置 PJ G

５ ・ ６ 号 燃 料 取 り 出 し PJ G
共 用 プ ー ル 燃 料 搬 出 PJ G
高 線 量 機 器 取 り 出 し PJ G

２ 号 燃 料 取 り 出 し PJ G
３ 号 燃 料 取 り 出 し PJ G

２ 号 構 台 設 置 PJ G
２ 号 燃 料 取 扱 設 備 PJ G

１ 号 燃 料 取 扱 設 備 PJ G
１ 号 燃 料 取 り 出 し PJ G

ゼ オ ラ イ ト 土 嚢 処 理 PJ G
浸 水 対 策 設 備 PJ G

プール燃料取り出しプログラム部 １ 号 カ バ ー 設 置 PJ G

除染装置スラッジ安定保管PJ G
汚 染 水 処 理 PJ G
タ ン ク 建 設 ・ 運 用 PJ G

フォールアウト流出抑制PJ G
汚 染 水 抑 制 PJ G
滞 留 水 処 理 PJ G

Ｉ Ｃ Ｔ 推 進 G

カ イ ゼ ン 室

汚 染 水 対 策 プ ロ グ ラ ム 部 汚 染 状 況 把 握 PJ G

労 務 人 事 G
救 急 医 療 G

福 島 第 一 原 子 力 発 電 所 業 務 統 括 室 事 業 統 括 G
総 務 G

廃 炉 資 材 調 達 セ ン タ ー 調 達 企 画 ・ 改 革 G
資 材 契 約 第 一 G
資 材 契 約 第 二 G

廃 炉 安 全 ・ 品 質 室

資 材 G

報 道 第 二 G
視 察 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン G
地 域 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン G

廃炉コミュニケーションセンター コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 企 画 G
コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 推 進 G
報 道 第 一 G

品 質 向 上 G
基 盤 整 備 G

G
プロジェクトマネジメント総監 G

福島第一廃炉推進カンパ
ニ ー

プロジェクトマネジメント室 中 長 期 計 画

・・・海外調査、国際機関等の対応
・・・地域共生活動、外部パートナーシップの推進

国 際 G
地域パートナーシップ推進 G
情 報 マ ネ ジ メ ン ト G

安 全 ・ リ ス ク 管 理 G

・・・広報活動の方針策定
・・・広報コンテンツの作成
・・・報道対応
・・・報道対応
・・・視察対応
・・・地元行政窓口

・・・カンパニー全体の総括業務
・・・総務一般業務

・・・救急医療体制の運営・管理

・・・カイゼン活動の事務局

福島第一廃炉推進カンパニー組織図（新組織案）
保安活動を行わないグループの主な業務分掌

　第５条および第６条以降の主語として記載有

　第５条に記載有

　保安活動は行わない組織



福 島 第 一 人 財 育 成 G

原 子 力 安 全 ・ 統 括 部 原 子 力 企 画 G

品 質 ・ 安 全 評 価 G

運 転 育 成 G

保 全 ・ 技 術 育 成 G

廃 炉 育 成 G

情 報 技 術 G

原 子 力 保健 安全 セ ン タ ー G

原 子 力 運 営 管 理 部 運 営 業 務 G

防 災 安 全 G

防 護 管 理 G

原 子 力 ・ 立 地 本 部

原子力人財育成セ ン ター 人 財 総 括 G

固 体 廃 棄 物 G

防 災 安 全 部 労 働 安 全 ・ 防 火 G

原 子 力 防 災 G

放 射 線 防 護 G

放 出 ・ 環 境 モ ニ タ リ ン グ G

分 析 評 価 G

建 築 設 備 建 設 G

防 災 ・ 放 射 線 セ ン タ ー

放 射 線 ・ 環 境 部 保 安 総 括 G

土 木 部 土 木 基 盤 設 備 G

土 木 水 対 策 設 備 G

建 築 部 建 築 設 備 保 守 G

電 気 設 備 建 設 G

燃 料 計 装 設 備 G

水 処 理 計 装 設 備 G

処 理 設 備 G

貯 留 設 備 G

電 気 ・ 計 装 部 電 気 設 備 保 守 G

１ ～ ６ 号 機 械 設 備 G

共 用 機 械 設 備 G

地 下 水 対 策 設 備 G

G

水 処 理 計 画 G

作 業 管 理 G

機 械 部 保 全 計 画 G

建 設 ・ 運 用 ・ 保 守 セ ン タ ー

運 用 部 １ ～ ４ 号 当 直

５ ・ ６ 号 当 直

水 処 理 当 直

運 用 支 援

土 木 水 対 策 技 術 G

建 築 保 守 技 術 G

建 築 建 設 技 術 G

計 装 技 術 G

通 信 シ ス テ ム G

土 木 基 盤 技 術 G

処 理 ・ 貯 留 設 備 技 術 G

電 気 技 術 G

配 電 ・ 電 路 G

計 画 ・ 設 計 セ ン タ ー 機 械 技 術 G

地 下 水 対 策 技 術 G

　第５条に記載

　第５条および第６条以降の主語として記載有


